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第Ⅱ章 東京都心部の緑における 

    生態系ネットワークの質的評価手法の検討 

 

１．東京都心部の緑における今日的課題 

１）東京都の取組み 

（１）都民ファーストでつくる新しい東京～2020に向けた実行プラン  

東京都が平成 28 年 12 月制定した実行プランのなかで、3 つのシティ（セーフシテ

ィ、ダイバーシティ、スマートシティ）の実現が示され、スマートシティの政策の柱３

として「豊かな自然環境の創出・保全」が位置づけられている。 

 

図Ⅱ-1 2020年に向けた実行プランの構成と 3つのシティの政策の柱 

 

豊かな自然環境の創出・保全の具体的な取り組みにおいては、水と緑に囲まれた自然

を感じられるまちをつくろうと定め、生態系に配慮した緑化や自然公園の活用により、

生物多様性保全の取り組みを進めます、としている。 

 しかしながら、示されている取組みメニューは、公園や公的緑地、街路樹における緑

化推進の取組みや、啓発活動、農地や郊外の自然地の保全等の取組みにとどまっており、

民間緑地を含む、東京都心部の緑をどのように評価し、質的な向上に向けて誘導してい

くかについては触れられておらず、今後、当検討会における提言が反映される必要があ

る。 
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図Ⅱ-2 豊かな自然環境の創出・保全の取組み概要 
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（２）緑確保の総合的な方針 

   平成 28年 3月（改定）計画期間：平成 31年度まで 

 

 東京都と特別区(２３区)２６市３町１村は、平成２２(２０１０)年５月に「緑確保

の総合的な方針」を策定した。確保地約３０５ｈａを公表し、これまでの５年間で約

８割にあたる約２４３ｈａを確保している。更なる緑の確保を進めるため、確保地の

追加を行い、今後も、東京に残された貴重な緑を次世代に引き継いでいけるよう、

様々な施策に取り組んでいくとしている。 

 

 特に減少傾向にある民有地の緑をまちづくりの取り組みの中で計画的に確保するこ

とを目的として、既存の緑を守る方針、緑のまちづくり指針、先導的に取り組む施策

の 3つを柱とする方針となっている。 

 

 策定にあたっては、都区市町村合同の検討組織をプラットフォームとして立ち上

げ、各自治体の「緑の基本計画」や「都市計画マスタープラン」等の上位計画との整

合や、道路事業、土地区画整理事業等のまちづくりに必要な事業との調整を図りなが

ら、今後も時代に対応した運用と、継続的な時点修正を行っていくとしている。 

 

 また、東京都や市区町村の沿いう工夫や努力だけでは解決できない課題として、特

に民有地においては、相続税支払いのための敷地売却によって失われてしまう緑地を

維持するためには、相続税の軽減や、「農的な空間」を維持する公共的な農地として

位置づけることによる納税猶予の考え方などのインセンティブが必要であり、そのた

めの法改正等に国と連携して働きかけていくとしている。 

 

 図Ⅱ-3の概要版の緑の系統分類のマップにみられるように、これまでは主に樹林地

や、屋敷林などのまとまった緑や、農地を確保することに適用されてきている。今後

は特別区の再開発において整備の進む緑地等についても、「皇居周辺のエコロジカル

ネットワーク形成」に寄与する公共的な都市緑地として、特に量・質の向上に対して

の支援の枠組みが検討できるとよい。  
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図Ⅱ-3 緑確保の総合的な方針 概要版 
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（３）2040 年代の東京の都市像とその実現に向けた道筋について（答申）」  

   平成 28（2016）年 9月 東京都都市計画審議会 

 上記答申において、2040年代に果たすべき東京の役割として、『都市課題に直面する

都市として「先駆的なモデルの発信」を担う』としている。 

2040年代に目指すべき東京の都市像として、「四季折々の美しい緑と水を編み込んだ都

市の構築」が掲げられており、その取り組みについて、以下のように方向性が示されて

いる。 

 ・既存の資源を最大限に生かし、美しい風景を創出 

 ・広域的なネットワーク化の重要性 

 ・マネジメントを重視した取組み 

 ・公共空間と民間空間が一体となった緑の創出 

 ・身近な環境学習やレクリエーションの場としての活用 

 

 その実現に向けては、「都市マネジメント」の意識が重要とされ、また、参画・協働

による広範な「民」の実力と知見の活用に留意すべきとしている。 

まさにこれらは、今後の「質の高い都心部の緑」づくりに向けた取り組みの指針となる

考え方となる。 

 

図Ⅱ-4  2040年代の東京の都市像とその実現に向けた道筋について（答申） 
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（４）新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針 

  （平成 27年 3月改定）の概要 

 東京都が平成 13年 10月に策定した「東京の新しい都市づくりビジョン」の将来像

を実現していくため、特定街区、再開発等促進区、高度利用地区、総合設計の 4制度

（都市開発諸制度）の戦略的活用を図る、基本的考え方や運用方針を示すことを目的

としている。 

 

将来像を実現していくための 5つの取り組み 

 １．業務商業等の都市活動拠点の整備 

 ２．居住 

 ３．環境都市づくり 

 ４．防災都市づくり 

 ５．福祉の都市づくり 

図Ⅱ-4に示されるように、それぞれに運用の基本方針、取り扱い指針、各諸制度にお

ける運用基準、許可要綱等が対応している。 

 

 緑化に関する項目としては、３．の環境都市づくりの中に、緑化の推進が位置づけ

られ、以下のような取り組みが寄与するとしている。 

・開発区域及び建築敷地内の緑化率の向上を図るため、諸制度による割増容積率の 

 設定に当たって、緑の量や質に応じたメリハリのある評価を行う。 

・壁面や工作物の緑化の推進等、あらゆる空間の緑化に努めることにより、緑の量の 

 増加を図る。 

・周辺の緑と連携した緑の適正配置を誘導し、良好な維持管理を行うことで、良好な 

 都市景観の形成や緑豊かな都市空間のネットワークの形成を図る 

・緑化推進エリアでは、緑化の評価を他の地域より高く設定することができる。 

 

 また、運用の基本方針において緑化の推進について以下のように定められている。 

・諸制度を適用する開発における「緑化基準値：35or40%」及び「緑化誘導値 

 45～54%」を設定。 

・再開発等促進区を定める地区計画については、市街地環境の向上に対して高い貢献 

 が望まれるため、「緑化基準値」及び「緑化誘導値」は他の制度より高い水準とす 

 る。 

※緑化率は都条例に基づく算出方法、算出対象を採用している。 

 

緑化の推進についての取り扱い指針は、特に定められていない。 
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（５）各諸制度ににおける、緑化の推進に関わる基準、指針について 

 

 ①緑の「量」について 

 「諸制度活用方針」に定める評価基準に満たすこととされている。 

 ※その他、東京における自然の保護と回復に関する条例の規定による。 

 →緑化率（％）緑化面積/（（敷地面積－建築面積）＋（屋上のうち管理に必要な 

  施設に係る部分を除いた面積））×100％ 

 →制度適用の申請段階にて、都市開発諸制度緑化計画チェックシートに関する 

  協議および提出が求められる。 

 

 ②東京都特定特区運用基準、再開発等促進区を定める地区計画運用基準 

  割増容積率設定に係る有効空地面積は、緑化係数を勘案して算定する。 

 →緑化率 30％の場合緑化係数は 0.95、緑化率 35％の場合緑化係数は 1.0 

 →その他緑化推進エリア等に応じて緑化係数を設定している。 

 

 ③東京都高度利用地区指定方針及び指定基準 

  空地の確保に対する容積率の緩和について、敷地の緑化率に応じて増減値を設定 

  している。 

 

 ④東京都総合設計許可要綱 

 緑化面積に応じて、割増容積率の限度の増減値を設定している。 

 

緑の「量」については比較的具体的に示されているが、図Ⅱ-5に整理されるように、

緑の「質」については、以下の 2点が定められているのみである。 

 

 ①公開空地等のみどりづくり指針 

  公開空地等の価値の向上を目的に、「みどりの計画書」を作成し、みどりの配置 

  を中心として協議することが定められている。 

 

 ②総合設計許可要綱 

  周辺の緑との連続性等の実施細目による、容積割増率の係数が定められている。 

 

緑の質についての基準、指針については、ほぼ記載がない。 

言い換えれば、現状の都市計画諸制度においては、緑の質について、 

現状は、ほとんど評価されていない。 
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図Ⅱ-5  将来像を実現していくための 5つの取り組み  
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図Ⅱ-6  5つの取組に関する取扱い指針と諸制度上の基準及び指針 
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２）国土交通省の取組み 

「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会」 

 最終とりまとめ  

  

（１）検討会概要 

 

 国土交通省は、「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討

会」（平成２６年１１月に設置、平成２８年５月に最終とりまとめ 座長：進士五十八 

福井県立大学学長）を設置し、人口減少・少子高齢化社会における緑とオープンスペー

スの再編や利活用のあり方、まちの活力と個性を支える都市公園の運営のあり方等に

ついて、新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方にとしてとり

まとめた。これを踏まえ、緑とオープンスペースが、都市のため、地域のため、市民の

ための資産としてより一層そのポテンシャルを発揮できるよう、公園緑地行政の取り

組みをさらに推進するとしている。 

 

（２）「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方 

   検討会」最終とりまとめのポイント 

 

①社会の成熟化、市民の価値観の多様化、社会資本の一定程度の整備等の社会状況の変 

 化を背景として、緑とオープンスペース政策は、緑とオープンスペースのポテンシャ 

 ルを、都市のため、地域のため、市民のために最大限引き出すことを重視するステー 

 ジ（新たなステージ）と移行すべき 

 

②新たなステージへの移行に向けて、今後の緑とオープンスペース政策が重視すべき 

 観点は以下の３つ 

 １．ストック効果をより高める 

 ２．民との連携を加速する 

 ３．都市公園を一層柔軟に使いこなす 

 

③今後の緑とオープンスペース政策は、以下の戦略を重点的に推進すべき 

 １．緑とオープンスペースによる都市のリノベーションの推進 

  ○緑とオープンスペースの、都市をより美しく、暮らしやすく再構築できる力を 

   最大限発揮して都市のリノベーションを推進すべき 

  ○具体的には、緑の基本計画を強化して緑とオープンスペースを基軸とした 

   都市の再構築を推進、地域に応じた戦略的な都市公園のストック再編による 

   都市の活性化等を推進 
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 ２．より柔軟に都市公園を使いこなすためのプランニングとマネジメントの強化 

  ○都市公園をより柔軟に使いこなして、都市の様々な課題の解決のためにその 

   多機能性を発揮すべき 

  ○具体的には、まちの魅力、価値の向上に向けた都市公園マネジメントの推進や 

   子育てなど地域ニーズに応じた都市公園の整備、民間事業者による収益施設の 

   設置促進と公園の質の向上への還元等を推進 

 

 ３．民との効果的な連携のための仕組みの充実 

  ○1.2．を行政、市民、民間事業者等各主体がそれぞれの役割に応じて推進する 

   ため、効果的な連携のための仕組みの充実等を図るべき 

  ○具体的には、多様な主体との連携による緑とオープンスペースの利活用を 

   活性化するための体制の構築、都市公園の管理の質を客観的に評価・見える化 

   する仕組みの創設等を推進 

 

（３）新たな都市をつくる緑とオープンスペースの基本的考え方 

 

 緑とオープンスペースが発揮している多機能性は、近年「グリーンインフラ」として

様々な社会資本整備等の観点からも注目が高まっており、「集約型都 市構造化」と「都

市と緑・農の共生」が実現された都市、「水や緑あふれ、歴史・文化が薫る美しいまち」

などこれからの目指す都市像の実現に向けた社会資本としてその重要性が一層高まっ

ている。 

 新たな都市をつくる緑とオープンスペースの基本的考え方のひとつとして、特に、国

際競争力強化が課題となっている都市、すなわち大丸有エリアをはじめとする東京都

心エリアにおいては、都市のブランドとなる緑とオープンスペースが、生物多様性に富

んだ美しく風格ある都市を形成に寄与することが求められている。 
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図Ⅱ-7「新たな時代の都市マネジメントに対応した 

都市公園等のあり方検討会」最終とりまとめ 概要 
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３）第三者認証による緑地評価 

 質の高い緑地に対する評価（第三者認証）のいくつかの仕組みがすでに運用されて

いる。海外の事例では、グリーンビルディング認証プログラムであるＬＥＥＤや、米

国造園家協会の実施するＳＩＴＥＳが挙げられる。ここでは、日本国内の制度でかつ

評価内容が公開されている以下の２事例について内容を分析した。 

 

（１）ＳＥＧＥＳ（都市開発版） 

 都市緑化機構が認証する、経年優化する緑地とその保全・創出活動を継続的に評価

できる審査員による第三者認証システム。環境認証制度（CASBEE）や各自治体におけ

る緑化関連施策との連携や活用が可能となる。緑の存在・機能をプラス面で積極的に

評価することで、トップランナーの育成を志向する。認証の継続でランクが上がる。 

 

評価体系は以下の 3つの基本原理に基づく。 

①第１原理 土地と地域の潜在的価値の尊重 

 対象地の自然性、歴史性を把握し、計画に反映しているかを評価。 

②第２原理 緑地マネジメント 

 計画が設計・施工・管理まで継承される仕組みが整っているかを評価  

③第３原理 緑地機能の発揮 

 緑地が公益機能を発揮されるよう計画・設計されているかを評価 

 

 図Ⅱ-8は、認定事例の分析から、ＳＥＧＥＳ認証における加点項目全 80点が、ど

の原理に配分されているかをグラフ化したもの。 

 

 

図Ⅱ-8 ＳＥＧＥＳ認証評価項目の加点配分 
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図Ⅱ-9 都市開発版ＳＥＧＥＳ認定 事例  
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（２）ＡＢＩＮＣ（いきもの共生事業所認証） 

 「いきもの共生事業所推進ガイドライン」の考え方に沿って計画や管理され、かつ土

地利用通信簿で基準点以上の事業所を ABINC（一般社団法人いきもの共生事業推進協議

会）が認証する制度。都市・SC版、工場版、集合住宅版の 3つがあり、対象の特性に合

わせて緑地の規模感等の評価基準を調整している。 

 

 認証の対象は、工場、オフィスビル、商業施設、集合住宅等、企業の自社所有（共同

所有含む）建築物（新築・既存問わず）等で、その建築自体または敷地に生物多様性に

配慮した緑地を計画、または配置しているもの。 

 

 いきもの共生事業所推進ガイドラインに基づいて、ABINC審査会が書類の審査を行う。

認証交付日、または竣工前の対象建築物等においては完全竣工日から起算し、3年。 

 

評価のポイントは以下の通り、 

①生物多様性に貢献する環境づくり 

 本来生息すべき生きものが、なるべく多く生息できる環境づくりを評価 

 →緑地面積、構造、まとまり度合い、つながり度合い、地域に根差した植生等 

②生物多様性に配慮した維持管理 

 緑地の維持管理において、自然の循環を最大限に活かすことを評価 

 →化学物質の適切な使用、水循環や物質循環への配慮、指標生物のモニタリング等 

③コミュニケーション活動 

 生物多様性の取り組みにおいて、地域との協働や人材育成を評価 

 →地域との連携、多様な活用プログラムの推進、社員の参画と担い手の育成等 

 

図Ⅱ-10 ＡＢＩＮＣ認証 章別重みづけ 
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図Ⅱ-11 ＡＢＩＮＣ認証事業所 事例  
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（３）今日的な緑の質的評価に求められる与件 

 代表的な国内の第三者認証であるＳＥＧＥＳ、ＡＢＩＮＣについて分析したが、その

いずれにおいても、緑地の存在効果と利用効果に加え、維持管理運営計画の担保やコミ

ュニケーション活動などの場として緑地を高いレベルで活用していることが、評価の対

象になっている。 

 

 今後の緑の質的評価においては、緑の存在効果・利用効果に加えて、竣工後の適切な

維持管理運営計画による活用効果を、すべからく高い次元で発揮している、緑の永続性

や周辺への波及性を、計画段階、運用段階の両局面から評価する必要がある。 
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２．官民連携緑地ネットワーク形成戦略の検討 

１）各区による緑のネットワークの計画 

 まず、東京都の緑化推進エリア（ヒートアイランド対策、環境軸）、および皇居周辺 5

区（千代田区、港区、中央区、文京区、品川区）の、緑のマスタープラン等より、自治

体による緑のネットワーク計画の現況を概観した。 

 

図Ⅱ-12 東京都、緑化推進エリア 
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図Ⅱ-13 千代田区 緑のネットワーク 

 

 

図Ⅱ-14 港区 緑のネットワーク 
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図Ⅱ-15 中央区 緑のネットワーク 

 

図

Ⅱ-16 文京区 緑のネットワーク 

 

  



 

Ⅱ-21 
 

東京都心部における官民連携緑地ネットワーク形成戦略に基づく緑化推進方策検討調査 
 

 

図Ⅱ-17 品川区 緑のネットワーク 
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図Ⅱ-18 ５区の緑のネットワーク重ね合わせ 

 

 皇居周辺５区の緑のネットワーク（計画）を重ね合わせることにより、皇居を中心とし

た東京都心エリアにおいて、これまで検討されてきた「将来的に目指す緑のネットワーク

の目標像」が浮き彫りとなる。  
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２）生きものの移動に着眼した緑地ネットワークの検討 

 緑の質的評価の検討に際し、緑のネットワーク性の高さに関する指標としては、以

下のような指標が考えられるが、ここでは都心緑地の生態系への配慮を鑑みて、生き

ものの移動距離を検討することした。 

 ＜物理的ネットワーク＞ 

  ・基盤⼟壌のつながり 

  ・緑被のつながり 

  ・樹冠のつながり 

 ＜視覚的ネットワーク＞ 

  ・緑視のつながり 

 ＜⽣態的ネットワーク＞ 

  ・⽣きものの移動距離（⾶翔距離） 

 

 既往事例をもとに、シジュウカラの飛翔距離(300m)を用いて、ネットワーク性の検

証を試みた。その他の指標（コゲラ 500m、アゲハ類 300m、トンボ類 350m）からみて

も、緑地から 300mの距離をネットワーク性の評価軸として妥当と考える。 

 

図Ⅱ-19 官の緑地（都市公園等） 

 

（各緑地からのネットワーク距離として 300m および 100m をオフセット、ただし街路樹は

考慮せず）  
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 300m のオフセットで見ると、シジュウカラやアゲハ等の生きものにとって、一見すると

相当量の移動基盤が形成されているように見える。小さな公園等について、調査の便宜上

その面積すべてが緑地としてカウントされてしまっているため、やや過大評価である点に

留意が必要である。しかしながら、それらを再評価し、生きものの生存基盤として適切に

リノベーションしていくことで、都心部においてエコロジカルネットワークを形成できる

というポテンシャルを読み取ることができる。 

 民間の敷地、特に業務集積エリアには、官の緑が少ないため、グレーに抜けている部分

があることがわかる。 

 

 

図Ⅱ-20 民の緑地 

 

（各緑地からのネットワーク距離として 300m および 100m をオフセット、ただし街路樹は

考慮せず） 

 

 都心部における民間の再開発においては、公開空地等の形で緑化が進められている。 

特に、民間の都市再開発が活発なエリアにおいて、質の高い緑化を適切に誘導すること

で、官民連携で、都心部の緑のネットワーク形成を推進することができる。 

また、こうしたエリアでは、面的な開発にともなってエリアマネジメント組織等による、

まちづくりの仕組みが浸透している。  
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図Ⅱ-21 官民連携緑地ネットワーク図 

 

 概ね 3,000 ㎡以上の規模を持つ公園等の官の緑地、および、概ね 1,000㎡以上の規模を

持つ民の緑地を対象として、官民連携緑地ネットワークの現況図を作成した。 

 図Ⅱ-21で赤く囲まれたエリアのように、緑の量と配置について既に一定の成果があ

り、さらに質の高い緑が望まれているエリアを、「皇居を中心とした東京らしい緑豊かな

環境形成が可能なトップランナーエリア（案）」と捉えて、解決策を加速的に具現化して

いくことで、ひいては周辺地区も含めた都心部全体において緑地の質を高めていくことに

つながると考える。 
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３．東京都心部の緑における質的評価項目の検討 

１）質の高い緑地の整備･維持･運営を誘導するための方法についての検討 

 

（１）都市開発における位置づけについて 

 生物多様性の確保・向上につながる質の高い緑地（植栽計画への配慮、ネットワー

ク性の高さ、良質な維持管理や運営計画など）の整備・維持・運営を誘導する政策・

制度・仕組みについて検討するにあたって、そうした取り組みが広く一般化されるこ

とが重要と考える。 

 そのためには、従来の都市計画諸制度や地区計画、またはその運用方針や指針にお

いて、緑被率による緑の量の評価に加え、緑の質についての評価項目が付加される必

要がある。本調査を通じて、都市開発諸制度の「環境都市づくり」に関する取り扱い

指針が「緑の質」を考慮した表現により整理されることを目指したい。 

 検討にあたっては、以下のような制度運用の流れを想定する。 

今後策定される「官民連携緑地ネットワーク形成戦略」において、緑化推進エリア内

の都市開発諸制度を活用する民間の都市開発の進展するエリアを対象として、トップ

ランナーエリアと位置づけ、「緑の質的向上」を誘導する。緑のネットワーク形成に

資する開発であるかどうかを事前に分析し、開発方針として定め、計画評価を行う。

緑の質的向上への寄与に応じて容積緩和等のインセンティブが与えられる。また、敷

地外への効果的な緑化等が期待できる場合、基金拠出等の形での貢献も想定する。さ

らに、高度な維持管理については、継続的な評価の対象とし、公的支援や税減免など

の経済的なメリットを創出する。 

 

図Ⅱ-22 制度運用の流れイメージ 
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（２）緑の質的向上に資する誘導の方向性について 

 都市開発において緑の量だけでは無く、質を向上する制度的な誘導を行うために

は、一定の評価システムが共通のツールとして提供される必要がある。 

そこで、既存の生態系評価手法、第 3者認証の分析と、円卓会議での議論を整理し、

以下のように目指すべき評価と誘導の方向性を整理した。 

 

＜評価システムの役割＞ 

①４つのカテゴリから、緑の質の高さを把握できる評価システム 

②緑の設え・活用・連携にも重きを置いて緑の質の高さを把握できる評価システム 

③適用要件内容を超えて誘導要件への取り組みを把握できる評価システム 

 

＜４つの評価ポイント＞ 

①緑の量・配置 

②緑の設え 

③緑の活用 

④緑の連繋 

  

図Ⅱ-23 4つのカテゴリによる緑地評価システムのイメージ 
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＜評価項目の要件＞ 

各評価ポイントの評価項目について以下のように整理した。 

 

①緑の量・配置 

 〇既定の緑化率の確保 

 〇快適な緑地空間の配置 

 

②緑の設え 

 〇まとまった規模の緑地の確保 

 〇充分な土壌基盤の確保 

 〇雨水浸透、水循環への配慮 

 〇在来種を半分以上利用した植栽計画 

 〇生きものの生息できる設えの確保 

 〇生きものの食餌木の配置    など 

 

③緑の活用 

 〇緑の効果の永続性の確保 

 〇緑地維持管理運営計画の策定 

  生きものモニタリング活動の実施 

  生物多様性に配慮した緑地の維持管理計画策定 

  地域と共生した緑地の運営計画策定 

  緑とオープンスペースの利活用計画策定 

  （環境教育活動・対岸を連動したイベントなど） 

 〇緑の活用推進拠点の設置 

  モニタリング活動の拠点 

  生物多様性連絡会の拠点 

  環境教育プログラムの推進 

  情報集積と発信拠点の運営  など 

 

④緑の連繋 

 〇緑の効果の周辺波及力の発揮 

 〇地方との連携 

  国産木材、地方生産材の利用 

 〇新しい公園・緑地・街路樹・川沿いの緑化等の整備 

 〇既存の公園・緑地・街路樹・川沿いの緑化等の改修 

 〇「水と緑の再生基金（仮称）」への拠出 
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  川の浄化や緑化推進の費用を供出 

  緑の活用推進拠点の運営費用を供出 

  護岸の緑化整備費用を供出 

 〇周辺地区の路地への緑支援基金への拠出  など 

 

（３）誘導方策の基本的な考え方 

 緑の量と配置について既に一定の成果があり、さらに質の高い緑が望まれている一

定のエリアを単位として、質の高い緑の創出・維持を誘導し、敷地単位での取組みを

エリアでの取組みに展開することを目的として、トップランナーエリアとして定め

る。 

  

①トップランナーエリアに求められる役割 

 緑のトップランナーエリアにおいては、個別の開発のみならず、多様な主体を繋

ぎ、一体的に活動を展開する仕組みとしてのエリアマネジメントを導入し、 

・生物多様性に富んだ美しい風格ある都市の形成 

・皇居を中心とした東京らしい緑豊かな環境の形成 

・市民に対する緑地を活用した取り組みや情報の発信 

に、エリア全体で取り組むことが求められる。 

 

図Ⅱ-24 エリアマネジメント導入の必要性 
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②トップランナーエリアが推進すべき取組み 

 緑のトップランナーエリアにおいては、これまでの都市計画における評価対象であ

った、「緑の量。緑の配置」に加えて、「緑の設え」「緑の活用」「緑の連携」の観点か

ら、特にすべての項目において高い水準で、質の高い緑に向けた取り組みを推進する

必要がある。エリアマネジメントの導入により、多様な主体を繋ぎ、一体的に活動を

展開することが可能となる。 

 

 まず、関係者の意識共有と合意形成を進め、エリアとしての緑の目標(エリアプラ

ン)の作成を官民一体で計画する。 

エリアプランに基づき、個別都市開発の協議、誘導や敷地外貢献による緑整備等のハ

ード整備の誘導を行う。 

さらに、継続的な関係性の構築や協働の仕組みとなる、エリアとしてのモニタリング

の実施や環境教育等イベント開催などのソフト展開を行う。 

 

図Ⅱ-25 エリアマネジメントによる取り組み 

 

③官の役割について 

  新たな制度の運用により、 

  〇民間の個別開発における誘導と、 

  〇エリアマネジメントによる緑の質的向上 

  の取り組み誘導を行う。 

  

  また、公共インフラ施設においても 

  〇街路樹の量的・質的向上 

  〇公園緑地の量的・質的向上 

  などの緑の質的向上に向けた取り組みが必要となる。 
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（４）誘導方策の仕組み 

①誘導方策の流れ 

 官民連携緑地ネットワーク図によって導かれた、先導的なトップランナーエリアに

おいては、広域ネットワークを形成するための緑化推進の方針が、エリアごとに独自

にプランニングに落とし込まれる必要がある。 

 

1.緑のエリアプランの策定 

 官民連携緑地ネットワーク戦略に基づきエリア単位で緑のエリアプランを作成 

2.個別開発で具現化する項目 

 敷地内での緑地整備や、高質な維持管理の実施、域外への貢献など、緑のエリアプ 

 ランに基づいた都市開発を行うことによりインセンティブが発生 

3.エリアマネジメントで具現化する項目 

 エリアマネジメント組織は、個別開発における取り組みを認定し、地権者等の他、  

 行政等も巻込んだ協力・支援体制により、連絡会の組成・運営や、モニタリングや 

 イベントの開催、公共空間活動への取り組みなど、継続的な維持管理運営を担保す 

 る。エリアマネジメント組織運営への参加・貢献によってインセンティブが発生。 

 

図Ⅱ-26 誘導方策の流れ 
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②インセンティブの考え方 

 開発敷地内のハード整備に関わるインセンティブについては、既存の都市計画諸制

度の運用の延長線上とする容積緩和等で対応可能である。 

また、ハード整備による敷地外貢献については、都市再生特区等の運用または、新た

な制度構築（エリマネ評価）等による容積緩和等が考えられる。 

 

 ソフト施策については、ハードと結び付けた定量的な評価が難しいため、これに相

当する固定資産税の減免等の税によるインセンティブが検討できる。 

 また、エリアプランの作成や連絡会組織の組成などエリアマネジメント活動への、

補助金等の助成による支援も検討できる。 

図Ⅱ-27 インセンティブの考え方 
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４．ケーススタディにおける質的評価運用の検討 

１）民間開発における緑の整備メニューのケーススタディ 

 個別の開発における、新たな緑の評価システムに該当する整備メニューを検討す

る。以下の４つの評価ポイントごとに計画地における整備メニューを整理した。 

 

（１）緑の量・配置 

  ①既定の緑化率の確保 

  ②快適な緑地空間の配置 

 

（２）緑の設え 

  ①在来種を半分以上利用した植栽計画 

  ②生き物の生息できる設えの確保 

   生き物の食餌木の配置 

  ③充分な土壌基盤の確保 

   雨水浸透、水循環への配慮 

  ④まとまった規模の緑地の確保 

  ⑤川沿いの連続的な緑化 

   護岸の緑化 

 

（３）緑の活用 

 ①緑地維持管理運営計画の策定 

  生物多様性に配慮した緑地の維持管理計画策定 

  地域と共生した緑地の運営計画策定 

  緑とオープンスペースの利活用計画策定 

 （環境教育活動・周辺と連動したイベント運営など） 

 ②緑地を活用する「水と緑の再生ラボ（仮称）」の設置 

  モニタリング活動の拠点整備 

  生物多様性連絡会の拠点機能 

  環境教育プログラムの推進 

  情報集積と発信拠点の運営 

 

（４）緑の連繋 

 ＜計画地を拠点に寄与(オンサイト）＞ 

 ①「水と緑の再生基金」への拠出 

  川の浄化や緑化推進の費用を拠出 

  水と緑の再生ラボの運営費用を拠出 
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  護岸の緑化整備費用を拠出 

 ＜敷地外への寄与（オフサイト）＞ 

 ②既存の公園緑地の改修 

 ③新しい公園緑地の整備（新設） 

 ④周辺地区の路地の緑支援基金への拠出  

 

今後の都心部での民間開発事業においては、質の高い緑を誘導していくうえで、上記

のような緑の整備メニューが求められる。 

 

 

図Ⅱ-28 民間個別開発における緑の整備メニューのケーススタディ 
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図Ⅱ-28 民間個別開発における緑の整備メニューのケーススタディ 

２）質の高い緑地整備の誘導支援スキームの検討 

（１）緑の持つ効用の考え方 

 個別の開発に対して、前節のケースのような高質な緑地の整備を誘導するにあたっ

て、そのメニューによって引き出される、緑の持つ効用が異なることから、誘導支援

の方向性も異なる。緑の持つ効用を、総合的に高い次元で発揮している緑地を適切に

評価するために重要な、誘導支援スキームについて検討する。 

 

①緑のスケルトン効果 

 緑がそこに存在することで自ずと生まれる存在効果、利用効果であり、緑にひもづ

いたオンサイトで効果を生み出す。 

 →既存の制度の拡充により、「緑の設え」に対する民間事業の活動を誘導支援 

 

 ②緑のインフィル効果 

  緑を活用、活動を連携することによって生み出されるオフサイトへも波及する効果 

→既存の制度に新たな視点を付与することにより、 

 「緑の活用」「緑の連繋」に対する民間事業の活動を誘導支援 

 

 

図Ⅱ-29 質の高い緑地整備の誘導支援スキーム 
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（２）オフサイト効果を発揮する集積によるトップランナーエリアの形成 

 質の高い緑地を整備する個別開発による「緑の活用」「緑の連繋」を高める活動

は、高いオフサイトへの波及効果を持つ。こうした個別開発が連鎖していくことで、

周辺エリアも含めた、価値向上が図られる。 

 エリアでの取り組みが進展することにより、個別の開発では見送られてしまってい

た活動が、連携により負担が分散され、実施に結び付けやすくなることが期待され

る。また、機能分担や合理的な運用を図ることが可能となり、エリア全体の最適化を

図ることが可能になる。 

 そのために、エリアマネジメントの仕組みやプラットフォームが有効である。 

こうした仕組みが準備可能なエリアを、トップランナーエリアとして定め、重点的な

整備を進めることで、さらにその周辺エリアでの、取り組みを誘導することが可能と

なり、より大きな波及効果を発揮することが可能となる。 

 

図Ⅱ-30 トップランナーエリアの形成イメージ 
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（３）緑のエリアプランの策定とエリアマネジメントの有効性 

 トップランナーエリアにおいて、個別開発によって整備された緑の活用効果を最大

限に発揮するために、「緑のエリアプラン」を策定し、その実現への寄与を担保する

仕組みとして、エリアマネジメントを行う活動推進母体の存在が重要となる。 

 

まず、緑の整備メニューについて、計画地の敷地を核とした 

４つのバウンダリーの設定によって整理分類する。 

 ①計画地の敷地単位で実施可能なこと 

 ②敷地とその延長線上で可能なこと 

 ③やや離れた近接地で実施可能なこと 

 ④広域での実施への基金等拠出 

 

 これによって、個別開発で実現すべき事項とエリアマネジメントで実施すべき事項

が明確となり、トップランナーエリア内での、個別に開発された拠点施設の有効活用

や、維持管理ノウハウの共有、植栽や生きものへの対応についての理解醸成が進む。 

 また、公園・緑地・街路樹等の整備や、地方と連携した国産材・地方生産材の導入

や、活動推進母体と連携した面的な環境教育プログラムの実施、モニタリング活動の

実施など、エリアマネジメント活動の充実が図られる。 

 

図Ⅱ-31 トップランナーエリアにおけるエリアプランの策定イメージ 
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（４）トップランナーエリアにおける誘導支援の仕組み 

 エリアプランが策定されたトップランナーエリアにおいては、その実現への寄与に

応じた計画評価と、インセンティブの付与が可能となる。官民連携緑地ネットワーク

形成を推進する各過程において、以下のような誘導支援が有効である。 

 

①個別開発事業の各計画の検討 

 新たな緑地評価システムによる自己評価とそれによる事前協議の仕組みを運用 

 【誘導支援】「新しい東京の緑の取り組みチェックリスト（仮称）」の整備 

②行政との事前協議 

 【誘導支援】個別開発の緑化整備に加えて、緑のエリアプランへの貢献を評価 

③インセンティブ協議 

 【誘導支援】緑地評価システムにおける達成度、エリアプランへの寄与度に対する 

 インセンティブ付与の仕組みの運用 

④将来的な担保性の確保 

 特に、維持管理運営に関する、将来にわたっての継続的な担保性を確保する仕組み 

 として、エリアプランを実現するためのエリアマネジメント活動への参加が有効 

 【誘導支援】協定書締結 

 【誘導支援】活動原資の公開、PDCAサイクルの公開の義務化 

 【誘導支援】個々の活動に加えて、活動推進母体（エリア連絡会）への参加 など 

⑤維持管理と運営の状況報告（完成後モニタリング） 

 【誘導支援】フォローアップ報告の義務化 

図Ⅱ-32 トップランナーエリアにおける誘導支援イメージ 
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５．東京の緑の取り組みチェックリスト（仮称）の検討 

１）チェックリストの位置づけ 

 既存の緑地評価手法や、第三者認証システム SEGES、ABINCの分析、および円卓会

議等での検討に基づいて、官民連携緑地ネットワーク戦略を実現するために、 

民間の個別開発、さらにエリアとしての誘導支援を行うための評価ツールとして活用

可能な「東京の緑の取り組みチェックリスト（仮称）」を検討する。図Ⅱ-34～36 

 

 本チェックリストを共通ツールとして、広く普及･共有･活用することにより、東京

都心部における緑の将来像に関する官民での議論や、エリアとしての取り組み方向性

について、関係者間の合意形成が継続的に進むことを期待する。 

 また、本チェックリストは、各エリアにおける重みづけや、新たな緑の価値創出の

視点によって、継続的に精査されバージョンアップされる「成長的指針」として運用

されるものとする。 

 

２）項目数による項目の配分比率 

 「緑の量・配置」、「緑の設え」、「緑の活用」、「緑の連繋」を大項目として、それぞ

れ評価項目を設定した。項目の配分比率については、 

 ①緑の量･緑の配置、緑の設え、緑の活用、の３分野がほぼ均等となり、 

  緑の活用のウエイトが高い。 

 ②緑の活用＋緑の連携の 2分野の合計が全体の１/３を占める。 

となっており、個別開発のみならず、エリアマネジメントも含めた取り組みをチェッ

クしやすい項目構成となっている。 

 

図Ⅱ-33 トップランナーエリアにおける誘導支援イメージ 
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